
職場における熱中症対策の強化について

Topic１ 令和7年6月1日改正労働安全衛生規則が施行されました
義務化 される内容のPoint

■体制整備-早期の発見と対応-

■手順作成̶重篤化を防ぐための措置の手順-

■関係作業者への周知

■対象となる作業
「WBGT28度以上又は気温３１度以上の環
境下で連続１時間以上又は１日４時間を
超えて実施」が見込まれる作業

基本的な考え方

資料２



今回の法改正の前提
■予防（熱中症にならないため）と処置・対応（仮に熱中症になってしまった場合）
のうち、処置・対応方針をに重きを置いている。

■ 処置・対応ついて
現場ごとでフローが異なるため、裁量がある。
休憩所の設置場所、救急用品の保管場所と
その距離、緊急搬送先やその距離

■義務自体は周知だが、実際の対応はしないと、
この規定の違反以前に、…

官報より条文 ▶



■義務の対象となる作業
１「WBGT28度以上又は気温３１度以上の環境下で
２ 連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施」が
３ 見込まれる作業

■１「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下」の把握

把握方法１作業が行われる場所で、実測
⇒ 具体的な状況が把握できる

把握方法２環境省の運営する熱中症予防情報サイト等の活用

+α より的確な把握のために作業や着衣によって
WBGT値の補正を要するか判断する

職場における熱中症予防基本対策要綱の表1-1、1-2
参照）令和7年5月基発0520第６号 第3 １（１）イ、ウ

Comment ‒想定できること-
◀１ 同じ現場内でも、以下にも注意する。
・施行箇所が離れていて環境条件が全く違う

例）山林での工事で、300ｍ位離れていて
樹木の量や地形、河川で、影や空気の流れ
が違う可能性がある場所 とか

・作業態様が変わる場所
例）建築工事で、一部の部屋で、溶接作業や
重機作業等により廃熱がある場合、

・防護服、保護具の着用等によりWBGT値の
補正を考える必要が明白な場合

◀２ 同じ現場内でも、以下にも注意する。

◀３「見込まれる」について、状況を把握する
妥当性を考えることとなる

環境下■１が見込まれますか？
作業時間■２が見込まれますか？

・作業の発生の頻度は関係ありません。
理解として、たとえ冬でも、ボイラー室や、厨房当熱

源を取り扱う施設で、高温多湿の条件があれば、作業の
対象となります。

■２「連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施」
理 解 ・作業時間の限度ではありません

参照）令和7年5月基発0520第６号 第3 １（１）ア

■３「見込まれる作業」

理 解 ・非定常作業、臨時の作業であっても対象です。
⇒ 「高温多湿の環境下に」に身を置くこと

が不安全な状態（危険源）
参照）令和7年5月基発0520第６号 第3 １（１）イ



■体制整備について ⇒把握迅速な対応を可能にするため

理 解 ・随時報告が受けることのできる状態を保つ
・作業場の責任者等

被災者の情報をより早く、把握するために、望ましいこと
・責任者の職場巡視 ・２人以上のバディ制
・ウェアラブルデバイス

参照）令和7年5月基発0520第６号 第3 １（２）ア

Comment ‒想定できること-
◀ 必要な指示ができる者に連絡できる状態の確保
※ 報告責任者は離れた場所にいることも想定される

◀ よりはやい把握のために。

■手順作成について⇒ 重篤化を防ぐ、迅速な処置のために 参考 職場における熱中症予防基本対策要綱
条文上の具体的な対策例
「身体の冷却」
●体外から冷却

作業着を脱がせて水をかける
アイスバス
十分に涼しい休憩所に避難させること
ミストファンを当てること 等

●体内から冷却
アイススラリー

「その他熱中症の症状の悪化を防止するために
必要な措置の内容及びその実施に関する手順等」

「必要に応じて医師の診察又は処置」
参照）令和7年5月基発0520第６号 第3 １（２）ア



「対応の手順」例 Comment ‒想定できること-
◀ 判断に迷うかもしれないから手順を定める
memo  身体冷却
●飲み物の管理一つでも
・屋外作業では、現場にクーラーボックスに緊急
用の飲み物を確保する、持ち込みなら名前書い
て管理するした方がより場合もある
・救急用のもののありかは確実に共有しておく。
周知にもかかわる。

●体外冷却
・どこに退避させて、冷却に何を使用するか

「周知」例

▲ Comment ‒想定できること-
▲実際、救助を要したとき、

すぐ確認できるような方法
▲人命が優先であるため、
緊急に備え、救急・医療機関への
連絡先も確実に共有されていること



Comment ‒想定できること-
◀発見・自覚を早くするためには一定の知識も必要
◀年齢が高いと特に注意、気づきが遅れやすい
・体内の水分が不足しがちです
・暑さやのどの渇きに対する感覚が鈍くなります。
・高齢者は体に熱がたまりやすく、暑い時には若年者よりも
循環器系への負担が大きくなります。

◀・糖尿病や腎不全のかたは、体内水分や塩分量の
バランスが崩れやすい
・高血圧症、心疾患、自律神経系にかかる薬を服
薬している場合、利尿作用や発汗・体温調節機能
の阻害が影響することもある。

「見つける」ヒント

＜その他＞
・安衛則の新規定は、安衛法第22条に基づくものであり、同法上では、罰則規定6月以下の懲役
又は50万円以下の罰金とされています。

・職場における熱中症基本対策要綱も参照のこと
～職場における～熱中症予防基本対策のススメ▶



現行では、「心理的な負担の程度を把握するための検査」(いわゆる、ストレスチェック）

は常時使用する労働者50名以上の事業に対して、義務化されているところです。

令和8年1月1日から段階的に施行される安衛法関連

職場のメンタルヘルス対策の推進２

いつから？ 令和7年5月14日の公布後 ３年以内 に政令で定める日から施行

参照

今後、労働者数５０名未満の事業場においても義務化されます

■ ストレスチェックの実施

■ 高ストレス者への面接指導

Topic２ ストレスチェック労働者数５０名未満の事業場においても義務化



■精神障害等の労災補償状況において、請求、認定の件数増加
14次防での重点にも含まれる。



注（抜粋）６ 自殺は、未遂を含む件数
９（）内は女性の件数で、内数である。なお、認定率の（）内は、
女性の決定件数に占める支給決定件数の割合である。

◀出典 独立行政法人労働政策研究
・研修機構 該当ページ

▼出典 厚生労働省HP該当ページ



■メンタルヘルスストレスチェック制度の位置づけ





■ストレスチェック制度の効果





■ストレスチェックの実施者(安衛則第52条の10の規定)

〇実施者 医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を修了した歯科医師、
看護師、精神保健福祉士、公認心理師の中から選ぶ
（外部委託も可能）

○実施事務従事者 実施者の補助をする者。
質問票の回収、データ入力、結果送付など、
個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託も可能です。
原則直接の人事権限のある者は従事できない


